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除　菌　器：

除鉄除菌器：

鉄分（カナケ）・マンガン（Mn）などが、水道水水質基準の許容量を超える井戸水
には使用しないでください。
上記以外の物質［マンガン（Mn）など］は除去できません。マンガンなどが水質基
準の許容量を超える井戸水には使用しないでください。

●本器は、流量センサーで制御するポンプ（コンパクトポンプなど）には接続しないでください。
（ポンプの運転特性上、次亜塩素酸ナトリウムの濃度調整が困難になるため）

●マンガンなどの重金属処理システムに本器を組込まないでください。
　（鉄分の除去ができなくなったり、システム全体に影響を与える恐れがあるため）

●鉄分の除去容量は 10mg/L・トン以下、1 日の使用水量は 5,000L/ 日以下（鉄分濃度
2mg/L 時）です。
　（※逆洗などは取扱説明書に基づき、確実に実施してください。）

●次亜の薄め溶液は、除菌器の場合は水道水または水質基準（水道法）
に適合した水を、除鉄除菌器の場合は水道水または水質基準（水道
法）に適合した水か、鉄分が除去された処理水をお使いください。
●水質によってカルシウム（Ca）・マグネシウム（Mg）などが析出し、注
入ポンプ部に付着することにより次亜の注入が不安定になることが
ありますので、半年～1年毎に定期点検を行ってください。

●除鉄除菌器の場合、残留塩素は比色板で0.4～0.7mg/L の範囲で
調整してください。


